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贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書の様式等について

みだしの件については、国家公務員倫理法（平成11年法律第129号。以下「法」とい

う。）第6条から第8条までに定める贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書

について、下記のとおり運用することとしたので、事務処理上遺憾のないようにされ

たい。

記

１ 報告書の様式

(1) 贈与等報告書

ア 事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待を

受けたとき

法第6条第1項に規定する贈与等報告書のうち、事業者等から、金銭、物品その

他の財産上の利益の供与若しくは供応接待（以下「贈与等」という。）を受けた

ときに係るものは、別記様式１によるものとする。

イ 事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬とし

て国家公務員倫理規程（平成12年政令第106号）で定める報酬の支払を受けたとき

法第6条第1項に規定する贈与等報告書のうち、事業者等と職員の職務との関係

に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程で定める報



酬（以下「報酬」という。）の支払を受けたときに係るものは、別記様式２によ

るものとする。

(2) 株取引等報告書

法第7条第1項の株取引等報告書は、別記様式３によるものとする。

(3) 所得等報告書

法第8条第1項の所得等報告書は、別記様式４によるものとする。

２ 運用上の留意事項

(1) 上記の報告書については、法第6条第1項、第7条第1項及び第8条第1項において、

各省各庁の長等又はその委任を受けた者に提出しなければならない旨が定められ

ているが、提出先について特段委任を行わず、警務部警務課を通じて国家公安委

員会に提出することとする。

したがって、別記様式１から４までにおいて報告書の提出先記載欄には、「国

家公安委員会」と記載すること。

(2) 本通達に定めるもののほか、贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書

の提出に関し必要な細目的事項については、警察庁官房長官人事課長が定める。

３ その他

贈与等又は報酬の額が20万円を超える場合には、所得税法（昭和40年法律第33

号）第120条第1項に規定する確定申告を行う必要があるところ、適切に対応するこ

と。

本件担当：警務課企画係



（様式１）

年 月 日提出

(各省各庁の長等) 殿

所属
部局

（ 指定職以上の職員に該当する　）

年 月 日

贈与等により受けた利益の基因となった事実及び内容

会合等への出席（供応接待等）

基因となった会合名：

内容 :

その他の贈与　 (※講演料等の支払については、「報酬等の支払関係」の様式を使用すること）

内容：

贈与等により受けた利益の価額

円 （税込）

上欄に推計した額を記載している場合にあっては、その推計の基となる金額の確認方法

　　店側から聴取（総額を確認し、出席者数で等分）

　　招待者以外に会費を払った者から聴取（案内状等に
　　記載の価格）
　　飲食店等の料金表に依拠（店舗やインターネット等の
　　料金表記載の価格）

その他

 　※上記方法による確認ができない場合は理由を記すとともに、その推計の根拠となる資料を可能な限り添付すること

供応接待を受けた場合にあっては、その場所の名称及び住所並びにその場に居合わせた者の人数及び職業

場所の名称　： ( )

住　所　 ：　( )

多数の者(２０名程度以上)が出席した立食パーティー等の場合（この場合は次の「その他の場合」の欄は記入不要）

人数（概数） ： 名

その他の場合

形式： 立食 着座 あり なし　）

名

主な参加者（具体的な職業等）：

贈与等をした事業者等の名称及び住所

　事業者等の名称：

　事業者等の住所：

※国家公務員倫理法第２条第６項の規定の適用を受ける役員等が贈与等をした場合のみ

贈与等をした事業者等と職員の職務との関係及び当該職員が属する行政機関との関係

所属行政機関との関係 ：

職務との関係 ：

利害関係なし

利害関係あり （国家公務員倫理規程第2条第1項 号該当)

 (注） １  贈与等１件につき、１枚に記入すること。

２  講演料等の支払関係の報告をする場合は、「報酬等の支払関係」の様式を使用すること。

令和

商品又はサービスの一般市場価格に依拠（カタログや
料金表等の価格）

　　主催者側から聴取（総額を確認し、出席者数で等分）

類似品や類似規格品の一般市場価格に依拠（カタログ
や料金表等の価格）

金銭・物品等の場合 供応接待の場合

理由： 　

基因となった事実：

令和

贈　　　与　　　等　　　報　　　告　　　書 
（ 金銭・物品の贈与又は供応接待関係 ）

氏
名

官職

贈与等により利益を受けた年月日

  氏名：

(座席指定の有無：

人数 ：

　役員等の役職又は地位：



1 「贈与等により受けた利益の基因となった事実及び内容」欄について

2

3

5 「贈与等をした事業者等の名称及び住所」欄について

6

4 「供応接待を受けた場合にあっては、その場所の名称及び住所並びにその場に居合わせた者の人数及び職業」
欄について
・多数の者とは言えない立食パーティー等の場合や着座形式の会合等の場合は、「その他の場
　合」にチェックしてください。また「主な参加者（具体的な職業等）」には、参加者の具体的
　な職業等、例えば、〇〇宮殿下、〇〇県知事、〇〇県議会議長等とある程度具体的に記入して
　ください。
・人数には、自分を含めた人数を記入してください。

贈与等をした事業者等と職員の職務との関係及び当該職員が属する行政機関との関係」欄について

・「行政機関との関係」には、「〇〇補助金の交付先」、「〇〇法に基づく許認可先」、「所掌
　する〇〇会社」等と記入しますが、所属行政機関等と当該事業者等との間に何らかの利害関係
　がある場合には必ず記入してください。また、利害関係がない場合は、「利害関係なし」に
　チェックするのみで記入は不要です。
・「職務との関係」について、利害関係がある場合は、倫理規程第２条第１項各号の「事務の区
　分」（許認可等をする事務(１号)、補助金等を交付する事務（２号）、立入検査等をする事務
　（３号）、行政指導をする事務（５号）、事業の発達、改善及び調整に関する事務（６号）、
　契約に関する事務（７号）など）のうち、該当する号を全て記入してください。なお、利害関係
　がない場合は「利害関係なし」のチェックのみで差し支えありません。ただし、過去に就いてい
　た官職の利害関係者で、その者がその官職にとって引き続き利害関係者である場合は、異動後
　３年間は利害関係者であること（倫理規程第２条第２項）にも留意してください。

「上欄に推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠となる金額の確認方法」欄について
・商品又はサービスの価額については、贈与等の時点で明らかであればその価額を報告すること
　になりますが、そうでない場合にはその価額を推計して記入することとなります。
・贈与者に、直接、購入価格を確認した場合等推計額でない場合はチェック等は不要です。
・「招待者以外に会費を払った者から聴取」を選択した場合は、飲食を提供した主催者側が当該会
　費の額を団体の年会費を払っている等の理由により安い金額に設定している場合でないか等、一
　般国民が当該会場で飲食した場合に支払うこととなる１人当たりの価格相当といえるか、国民の
　疑惑を招くおそれがないかに留意してください。なお、他の推計方法がより適切と思われる場合
　は、当該推計方法によってください。
・「主催者側から聴取」を選択したの場合は、社会通念上も著しく低廉又は高額と思われる場合
　は、当該価格によって国民の疑惑や不信を招くこととならないかに留意してください。
・「その他」にチェックした場合は、掲げられている推計方法のどの方法にも当てはまらない場
　合にチェックし、その理由と推計の基となった具体的な資料等があれば添付してください。

・「※国家公務員倫理法第２条第６項の規定の適用を受ける役員等が贈与等をした場合のみ」と
　は、役員等が事業者等の利益のために贈与等を行った場合に該当する場合ですので、当該役員
　等の役職又は地位及び氏名（当該役員等が複数の場合にあっては、当該役員等を代表する者）
　を記入してください。

【記入上の留意事項】

・「会合等への出席（供応接待等）」にチェックした場合は、（　）内の「基因となった会合
　名」に、「〇〇社５０周年記念祝賀会」、又は「〇〇鑑賞への招待」等と記入し、その「内
　容」を具体的に「飲食の提供」、「〇〇友好〇〇周年記念鑑賞会」等と記入してください。

・「その他の贈与」にチェックした場合は、（　）内の「基因となった事実」に、「就任祝
　い」、「外国政府からの儀礼的贈り物」、「チケット」、「書籍」等と記入し、その内容を具
　体的に「〇〇事務所からの胡蝶蘭」、「〇〇政府からのネクタイ」、「〇〇の鑑賞への招
　待」、「〇〇教授からの贈呈」等と記入してください。

贈与等により受けた利益の価額
・価額には、消費税やサービス料を含んだ価額となります。
・基本的には、財産上の利益の供与又は供応接待の行われた単位ですが、例えば、飲食、会合等
　が１次会及び２次会に分かれた場合は、それらが同一の目的に基づく一体のものと考えられる
　ような場合にはこれらを１回の報告として一括して報告することになります。また、判断が難
　しいケースもあり得ますので、その場合は倫理事務担当部署に御相談ください。



（様式２）

年 月 日 提出

(各省各庁の長等)

所属
部局

　（ 指定職以上の職員に該当する ）

年 月 日

講演

年月日、場所等：

討論又は座談会

年月日、場所等：

原稿料の場合（原稿の枚数等×単価で計算されるもの）

印税の場合（書籍の定価×発行部数×使用料率で計算されるもの）

監修又は編さん

TV又はラジオ放送番組への出演

番組名等・内容：

出演日、場所等：

その他（講習、研修、知識の教授等）

名称・内容：

年月日、場所等：

円 （税込、源泉徴収差引き前）

時間 分）

（ 原稿枚数（４００字詰原稿用紙換算）: 枚）

事業者等の名称 ：

事業者等の住所 ：

 職務との関係 ：

利害関係なし

利害関係あり （国家公務員倫理規程第2条第1項 号該当)

→

 (注） １  報酬の支払１件につき、１枚に記入すること。
２  物品・金銭の贈与又は供応接待の報告をする場合は、「金銭・物品の贈与又は供応接待関係」の様式を使用すること。

殿

贈 与 等 報 告 書
（ 報 酬 の 支 払 関 係 ）

令和

氏
名

官職

著述

報酬の支払を受けた年月日 令和

報酬の支払の基因となった事実及び内容

題名・内容：

討論会名等・内容：

支払を受けた報酬の価額

著述物の名称：

内容等：

内容等：

著述物の名称：

　監修・編さん物名等：

（ 講演等の時間数：

報酬を支払った事業者等の名称及び住所

報酬の支払をした事業者等と職員の職務との関係及び当該職員が属する行政機関との関係

 所属行政機関との関係 ：

事前に倫理監督官の承認あり



1

2

3

「支払を受けた報酬の価額」欄について
・価額については、必要経費を差し引くことなく、また、源泉徴収により差し引かれた分で
　あっても報酬の一部であるため、差引き前の金額を記入してください。
・原稿料は支払い単位に基づき、原稿料の支払いが行われた機会ごとに一括して報告してくだ
　さい。
・「講演等」の場合は時間を、また「著述等」の場合は400字詰め原稿用紙換算で何枚書いた
　かを記入してください。

報酬の支払をした事業者等と職員の職務との関係及び当該職員が属する行政機関との関係」欄につい
て
・「行政機関との関係」には、「〇〇補助金の交付先」、「〇〇法に基づく許認可先」、「所
　掌する〇〇会社」等と記入しますが、所属行政機関等と当該事業者等との間に何らかの利害
　関係がある場合には必ず記入してください。また、利害関係がない場合は、「利害関係な
　し」にチェックするのみで記入は不要です。
・「職務との関係」について、利害関係がある場合は、倫理規程第２条第１項各号の「事務の
　区分」（許認可等をする事務(１号)、補助金等を交付する事務（２号）、立入検査等をする
  事務（３号）、行政指導をする事務（５号）、事業の発達、改善及び調整に関する事務（６
　号）、契約に関する事務（７号）など）のうち、該当する号を全て記入してください。な
　お、利害関係がない場合は「利害関係なし」のチェックのみで差し支えありません。ただ
　し、過去に就いていた官職の利害関係者で、その者がその官職にとって引き続き利害関係者
　である場合は、異動後３年間は利害関係者であること（倫理規程第２条第２項）にも留意し
　てください。
・「講演等」を依頼している事業等が利害関係者である場合は、倫理規程第９条第１項により
　倫理監督官の事前承認が必要となります。

【記入上の留意事項】

「報酬の支払の基因となった事実及び内容」欄について
・「その他（講習、研修、知識の教授等）」にチェックした場合は、（　）内に「基因となっ
　た事実及びその内容」をできるだけ具体的に記入してください。例えば、討論会での内容の
　審査や論評が該当します。なお、医学上の鑑定書や法制上の意見書の作成、芸術作品の鑑定
　や論文の査読を行って報酬を受領した場合は該当しませんので、報告の必要はありません。
・原稿料か印税かについては、契約等の名称には関わりません。



（様式３）

令和 年 月 日 提出

(各省各庁の長等) 殿

所属
部局

番
号

約定日等
の年月日

株券等
の種類

売買 合併等

贈与、相続の場合

→ ( )

売買 合併等

贈与、相続の場合

→ ( )

売買 合併等

贈与、相続の場合

→ ( )

売買 合併等

贈与、相続の場合

→ ( )

売買 合併等

贈与、相続の場合

→ ( )

売買 合併等

贈与、相続の場合

→ ( )

売買 合併等

贈与、相続の場合

→ ( )

売買 合併等

贈与、相続の場合

→ ( )

売買 合併等

贈与、相続の場合

→ ( )

売買 合併等

贈与、相続の場合

→ ( )

売買 合併等

贈与、相続の場合

→ ( )

売買 合併等

贈与、相続の場合

→ ( )

取
　
　
　
　
　
　
得

譲
　
　
　
　
　
　
渡

6

未公開株（経緯書添付）

5

未公開株（経緯書添付）

4

未公開株（経緯書添付）

3

未公開株（経緯書添付）

2

未公開株（経緯書添付）

1

未公開株（経緯書添付）

　　　２  未公開株の取得・譲渡の場合は、当該欄にチェックし、別紙（任意）に、取得・譲渡の経緯（取得・譲渡時期、相手方、券面額、事情等）を詳細に記入し
　　　　てください。

　　　３　「数」欄には、新株予約権付社債券の場合にあっては、その額面金額を記入してください。

　　　４　株式会社の合併、新株予約権付社債券の株式への転換、株式の無償分割等の銘柄、株式に変動があった場合に「合併等」にチェッ　クを付けてくださ
　　　　い。旧銘柄を「譲渡」欄に、新銘柄を「取得」欄に記入してください。

　　　５　「取引内容の種別欄」で「贈与、相続の場合」を選択するときは、括弧内に譲り受けた相手方の続柄と贈与か相続のいずれであるか記入してください。
　　　　　　（例）父からの贈与、母からの相続等

2

（注）１　「株券等の種類」欄には、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券（これらが発行されていない場合にあっては、その種類に応じ、株主権、新
　　　　株予約権又は新株予約権付社債に読み替えるものとする。）の別を記入してください。

6

5

未公開株（経緯書添付）

未公開株（経緯書添付）

3

未公開株（経緯書添付）

4

未公開株（経緯書添付）

株　取　引　等　報　告　書

氏
名

官職

未公開株（経緯書添付）

銘　　　柄 数 対価の額（円） 取引内容の種別

1

未公開株（経緯書添付）



（様式４）

令和 年 月 日 提出

(各省各庁の長等) 殿

所属
部局

（

国からの給与所得のみ

国からの給与所得以外の所得等あり 納税申告書の写しにて報告（添付有）

兼業の場合 承認済

非該当

源泉徴収選択口座

株取引等報告書提出済

源泉徴収選択口座

所 得 等 報 告 書

氏
名

不 動 産 所 得
（国公法第103条）

官職
前年1年間を通じて本省審議官級以上の職員であった者）

　→　

所　   得 　  名 所得金額（円） 基因となった事実 備考欄

総
　
　
合
　
　
課
　
　
税

事  業  所  得

一 時  所 得

譲 渡  所 得

雑 　 所  　得

国からの給与所得については、
記入を省略して差し支えない。

給  与  所   得

配  当  所  得

利  子  所  得

申
　
告
　
分
　
離
　
課
　
税

長期譲渡所得

土地等の事業/雑所得

先物取引の事業/譲渡/雑所得

株式等の事業/譲渡/雑所得

報告する年の贈与等報告書
（報酬のみ）の合計金額との照
合済である。

贈 与 税 の 課 税 価 額

（注）　「基因となった事実」欄には、「所得金額」欄に100万円を超える金額が記載された項に係る「基因となった事実」欄に限り所得の
　　　基因となった事実を記載する。

 職員と贈与者との関係：

上場株式等の配当所得

山 林 所 得

短期譲渡所得


